
 「サイバーセキュリティ戦略」の的確な実施のため、2022年度に実施すべき施策を「年次計画」として取りまとめ、

2021年度の進捗状況を検証した「年次報告」とあわせて公表。

 本年９月に閣議決定した「サイバーセキュリティ戦略」に掲げた目的達成に向けて、個別施策の実績も踏まえた全体

的な評価を年次報告に記載すること等により、各施策の取組状況の見える化を図るとともに、着実かつ効果的な取組

の実施を確保。

 関係府省の個別施策等のうち、特に注目に値する施策を選出し、当該施策を年次計画の中でトピック的に取り上げる

ことにより、年次報告・年次計画に対する内外の関心を高めるなど、情報発信力の強化につなげる。

 「サイバーセキュリティ戦略」に掲げたメッセージ（「誰一人取り残さないサイバーセキュリティ（Cybersecurity 

for All）｣）や理念（基本原則等）について広く国民の関係者の理解・浸透を図るために、内容を分かりやすいもの

にするとともに、多様な媒体を通じた情報発信につなげる。

次期年次報告・年次計画の策定に向けた進め⽅等について
次期年次報告・年次計画の⽅向性（案）

資料3

パブリックコメント実施
(意⾒招請)

本部会合㉝
(年次報告・計画決定)

次期年次報告・計画
策定スケジュール

2021年度 2022年度
12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉

有識者本部員等の関係者からの意⾒聴取等を随時実施本部会合㉜
(進め⽅等)

DXとサイバーセキュ
リティの同時推進
DXとサイバーセキュ
リティの同時推進

安全保障の観点
からの取組強化
安全保障の観点
からの取組強化

公共空間化と相互連関・連鎖が
進展するサイバー空間全体を俯瞰

した安全・安⼼の確保

公共空間化と相互連関・連鎖が
進展するサイバー空間全体を俯瞰

した安全・安⼼の確保

 「サイバーセキュリティ戦略」に掲げた

取組の３つの方向性の各施策について、

最近の動向を踏まえつつ、全体的な評価

を年次報告に記載。

 関係府省の個別施策等のうち、特に注目

に値する施策を選出し、当該施策を年次

計画の中でトピック的に取り上げて記載。

【参考】「自由、公正、かつ安全なサイバー空間
の確保」に向けた取組の３つの方向性

施策の着実な
実施の確保

施策の見える化

情報発信力強化
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